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表紙*電子提供措置用*

証券コード：9365

第95回

定時株主総会
招集ご通知
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開催日時

開催場所

議　　案

2025年６月27日（金曜日）午前10時

神戸市中央区海岸通１丁目２番22号
当社４階会議室

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）4名選任の件
第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件
第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
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株主の皆様へ

株主の皆様へ

代 表 取 締 役
社長執行役員 　𠮷田　大介

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　当社第95回定時株主総会を2025年6月27日（金）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届
けいたします。本定時総会に上程する議案と当期の事業概況を掲載しておりますので、ご一読いただき
ますようお願い申し上げます。
　株主の皆様におかれましては、何卒変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年6月

　

企業使命

国際物流業務を通して
世界の産業とくらしに貢献する

経営方針
1. 顧客の課題を解決することによって
付加価値の高いサービスを提供する

2. 経営基盤を強化し、
存在感のある事業体となる

3. 社員にとって働きがいのある、
いきいきとした職場をつくる

行動基準
1. 誇りと情熱を持って仕事に取り組む
2. 時代の変化に柔軟に対応する
3. 創造的に、進歩的に行動する
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招集ご通知

証券コード　9365
2025年６月６日

株　主　各　位
神戸市中央区海岸通１丁目２番22号

代 表 取 締 役
社長執行役員 𠮷 田 大 介

第95回　定時株主総会招集ご通知

【当社ウェブサイト】
https://tradia.co.jp/ir/
　

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記にアクセスして、「銘柄名（トレーディア）」または「証券コード（9365）」を入力・検索し、「基
本情報」「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。）

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第95回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第95回定時株主総会
招集ご通知」として掲載しております。以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くだ
さいますようお願い申し上げます。

　また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイ
トにも掲載しております。

　株主の皆様におかれましては、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知
とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年６月26
日(木曜日)午後５時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬　具

－ 1 －
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招集ご通知

記

１. 日 時 2025年６月27日（金曜日）午前10時
２. 場 所 神戸市中央区海岸通１丁目２番22号　当社４階会議室
３. 目的事項
報告事項 １．第95期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、連結計算書類

　　の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第95期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件
第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

４. 招集にあたっての決定事項
（１） 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規

定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載
しておりません。なお、監査等委員会および会計監査人は次の事項を含む監査
対象書類を監査しております。
　　・事業報告における業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
　　・連結計算書類における連結株主資本等変動計算書、連結注記表
　　・計算書類における株主資本等変動計算書、個別注記表

（２） ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示のない場合
は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

以　上

■ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出
　くださいますようお願い申し上げます。
■ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、その旨、修正前及び修正後の事項をインターネット上の当社ウェ
　ブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載させていただきます。

－ 2 －
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招集ご通知

株主総会資料の電子提供制度に関するご案内

株主総会決議ご通知についてのご案内

当社ウェブサイト　https://tradia.co.jp/

●　本総会につきましては、「書面交付請求」の有無にかかわらず、議決権を有する全ての株主様に一
　律に電子提供措置事項を記載した書面をお届けいたしております。
　　なお、今後の株主総会資料につきましては、株主様のご意見及び紙資源の節約による地球環境負荷
　の軽減等を総合的に勘案しながら判断してまいります。

●　資源節約のため、決議ご通知の送付を取止めとさせていただいております。決議結果につきまして
　は、株主総会終了後、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、あらかじめご了
　承くださいますようお願い申し上げます。

　今後の状況により、本総会の運営に大きな変更点、その他株主総会開催上の注意事項が生じる場合に
は、インターネット上の当社ウェブサイトでお知らせいたします。

－ 3 －
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剰余金処分議案

（１） 配当財産の種類
金銭といたします。

（２） 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき　50円
総額73,309,100円

（３） 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月30日

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案  　剰余金の処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元が経営の最重要課題の一つであると認識しており、剰余金の処分
につきましては、業績、当社グループを取り巻く経営環境などを総合的に勘案し配当等を行うことと
しております。
　当期の期末配当（普通配当）につきましては、当期の業績ならびに今後の経営環境等を勘案し、以
下のとおりとさせていただきたく存じます。

期末配当に関する事項

－ 4 －
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定款一部変更議案

現 行 定 款 変 更 案
（事業の目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的
　　　とする。
　　　１．～７．（条文省略）
　　　（新設）
　　　８．前各号に関連する一切の事業

（事業の目的）
第２条（現行どおり）

　　　１．～７．（現行どおり）
　　　８．医薬品製造業
　　　９．（現行どおり）

第２号議案  　定款一部変更の件

１. 提案の理由
　当社事業の現状に則し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（事業の目的）につき
まして事業目的を追加するものであります。
　また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更箇所）

－ 5 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）選任議案

候補者
番 号

ふ り が な

氏　　名 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
重 要 な 兼 職 の 状 況

取締役会
出席状況
（当期）

1
よ し

𠮷　
だ

田　
だ い

大　
す け

介 再 任
　

代表取締役　社長執行役員 11回／11回
（100％）

2
ほ り

堀　
き

木　
や す

靖　
ゆ き

之 再 任
　

取締役　執行役員　海外統括本部長 11回／11回
（100％）

3
は

羽　
ざ わ

澤　
て つ

哲　
ろ う

朗 再 任
　

取締役　執行役員　営業統括本部長
兼　大阪支社長

11回／11回
（100％）

4
こ

小　
ばやし

林　
ひ で

英　
ゆ き

之 新 任
　

執行役員　総務本部長 －

第３号議案  　取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。）
全員（５名）は任期満了となります。つきましては、取締役会において、より機動的に意思決定が行
えるよう取締役を1名減員し、取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見
を得ております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）上記の取締役会出席状況に記載の回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取
締役会決議があったものとみなす書面決議が５回ありました。

－ 6 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）選任議案

候補者番号

１ 再 任
　

よ し

𠮷　
だ

田　
だ い

大　
す け

介 （1965年８月５日生）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式
8,300株

取締役在任年数
５年

取締役会への出席状況
11回／11回（100％）

　

1990年    4 月 当社入社
2011年    4 月 当社京浜支店　営業業務部長
2012年 7 月 当社京浜支店　営業第１部長
2017年    4 月 当社執行役員　京浜支店長代理
2020年    6 月 当社取締役　執行役員　海外戦略本部長
2021年    6 月 当社取締役　上席執行役員　海外戦略本部長
2023年    6 月 当社代表取締役　社長執行役員（現在）

取締役候補者とした理由
𠮷田大介氏は、長年にわたり営業部門や海外事業部門などの運営や経営に携わり、国際物流事業及び企業経営
に関して豊富な経験・実績を積み、現在は代表取締役社長執行役員として、リーダーシップを発揮し、経営全
体を牽引しています。当社における豊富な経験と事業経営及び管理・運営業務に関する知見を有していること
から、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役会の適切な意思決定及び監督機能強化へ
の貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 7 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）選任議案

候補者番号

２ 再 任
　

ほ り

堀
 

　
き

木
 

　
や す

靖
 

　
ゆ き

之 （1969年５月30日生）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式
2,900株

取締役在任年数
２年

取締役会への出席状況
11回／11回（100％）

　

1993年    4 月 当社入社
2011年    4 月 当社名古屋支店　国際営業第２部長
2016年10月 当社神戸支店　国際営業第２部長
2019年    4 月 当社京浜支店　国際営業第２部長
2020年    6 月 当社執行役員　海外戦略本部長代理
2023年    6 月 当社取締役　執行役員　海外統括本部長（現在）

取締役候補者とした理由
堀木靖之氏は、長年にわたり国際部門や営業部門などの運営に携わり、幅広い分野において豊富な経験・実績
を積み、現在は海外統括本部長として海外事業全体を統括し、当社主力事業の拡大、新規事業推進の中心的役
割を担っております。当社における豊富な経験と事業経営及び管理・運営業務に関する知見を有していること
から、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役会の適切な意思決定及び監督機能強化へ
の貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 8 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）選任議案

候補者番号

３ 再 任
　

は

羽
 

　
ざ わ

澤
 

　
て つ

哲
 

　
ろ う

朗 （1970年５月14日生）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式
2,200株

取締役在任年数
２年

取締役会への出席状況
11回／11回（100％）

　

1994年    4 月 当社入社
2011年10月 当社本店　国内物流部長
2014年    4 月 当社神戸支店　営業第２部長
2017年 １月 当社京浜支店　国際営業開発部長
2019年    4 月 当社神戸支店　国際営業第２部長
2022年    4 月 当社大阪支社長代理
2023年    6 月 当社取締役　執行役員　営業統括本部長　兼　大阪支社長（現在）

取締役候補者とした理由
羽澤哲朗氏は、長年にわたり営業部門の運営に携わり、営業分野において豊富な経験・実績を積み、現在は営
業統括本部長として営業部門全体を統括し、当社主力事業の拡大、新規事業推進の中心的役割を担っておりま
す。当社における豊富な経験と事業経営及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、当社の持続
的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役会の適切な意思決定及び監督機能強化への貢献が期待でき
ると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 9 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）選任議案

候補者番号

４ 新 任
　

こ

小　
ばやし

林　
ひ で

英　
ゆ き

之 （1967年1月18日生）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式
2,800株

取締役在任年数
－

取締役会への出席状況
－

　

1989年    4 月 当社入社
2013年    4 月 当社本店　情報システム室部長
2017年 １月 当社神戸支店　総務部長　兼　情報システム室部長
2021年    4 月 当社総務本部長代理
2022年    4 月 当社執行役員　総務本部長代理
2023年    6 月 当社執行役員　総務本部長（現在）

取締役候補者とした理由
小林英之氏は、長年にわたり総務部門及び情報システム部門の運営に携わり、企業運営に関して豊富な経験・
実績を積み、現在は総務本部長として管理部門全体を統括しております。当社における豊富な経験と事業経営
及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向
け、取締役会の適切な意思決定及び監督機能強化への貢献が期待できると判断し、新たに取締役候補者といた
しました。

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．当社は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等

賠償責任保険契約を締結しており、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害
（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当する場合は除く。）等を填補することとしており
ます。保険料は特約部分も含め全額会社負担としており、被保険者に実質的な保険料負担はありませ
ん。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役も当該保険の被保険者となる予
定であります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 10 －
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監査等委員である取締役選任議案

候補者
番 号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

重 要 な 兼 職 の 状 況
取締役会
出席状況
（当期）

監査等委員会
出席状況
（当期）

1 な か

中　
や

弥　
か ず

和　
み

美

　

再 任
　

社外取締役（監査等委員）

中弥和美税理士事務所　所長
11回/11回
（100％）

6回/6回
（100％）

2 い し

石　
づ か

塚　
か ず

一　
お

夫

　

新 任
　

株式会社ＭＴⅠ　相談役 － －

第４号議案  　監査等委員である取締役２名選任の件

　監査等委員である取締役丸山英聡氏及び中弥和美氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりま
す。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）上記の取締役会出席状況に記載の回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取
締役会決議があったものとみなす書面決議が５回ありました。

－ 11 －
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監査等委員である取締役選任議案

候補者番号

再 任
社 外

　
１

な か

中
 

　
や

弥
 

　
か ず

和
 

　
み

美 （1970年１月15日生）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式
1,100株

監査等委員である取締役在任年数
６年

取締役会への出席状況
11回／11回（100%）

監査等委員会への出席状況
６回／６回（100%）

　

1995年    4 月 中弥好美税理士事務所入所
1995年12月 税理士試験合格
1997年 ５月 税理士登録（近畿税理士会）
2000年12月 中弥和美税理士事務所設立　所長（現在）
2019年    6 月 当社社外取締役（監査等委員）（現在）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
中弥和美氏は、税理士としての財務・会計に関する豊かな経験や専門的な知識を有しているところ、かかる経
験及び知識は、当社監査体制の実効性強化に有益であり、独立した立場から、経験や見識に基づいた客観的な
視点で必要な意見をいただけると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。な
お、同氏は、これまで社外取締役となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、上
記の理由から、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。選任後は当社の社外取締役として、税理士としての専門性と知見を活かしたアドバイスや経営における重
要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。

－ 12 －
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監査等委員である取締役選任議案

候補者番号

新 任
社 外

　
２

い し

石　
づ か

塚　
か ず

一　
お

夫 （1958年５月1日生）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式
－株

監査等委員である取締役在任年数
－

取締役会への出席状況
－

監査等委員会への出席状況
－

　

1982年    4 月 日本郵船株式会社入社
2004年    4 月 同社　物流グループ副グループ長
2005年    4 月 同社　物流・コンテナ航路統轄グループ付
　　　　　　　NYK Logistics Thailand Co.,Ltd.　代表取締役副社長
2008年    4 月 同社　物流・コンテナ航路統轄グループ付
　　　　　　　NYK Logistics (America) Inc.　社長
2011年    4 月 同社　物流・コンテナ航路統轄グループ付
　　　　　　　郵船ロジスティクス株式会社
　　　　　　　執行役員・米州地域統括　米国郵船株式会社　社長
2014年    4 月 同社　物流・コンテナ航路統轄グループ付
　　　　　　　NYK Container Line 株式会社　代表取締役社長
2016年    6 月 当社　社外取締役（監査等委員）
2019年    4 月 株式会社MTI　代表取締役社長
2023年    6 月 同社　相談役（現在）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
石塚一夫氏は、日本郵船株式会社において海外拠点で責任者として経営に関与してきているなど、企業経営に
おける豊かな経験や貿易・海運に関する幅広い知識を有しているところ、かかる経験及び知識は、当社監査体
制の実効性強化に有益であり、独立した立場から、経験や見識に基づいた客観的な視点で当社の経営に有効な
指摘、意見をいただけると判断し、新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。選任後は当社
の社外取締役として、グローバルな事業経営及び運営管理へのアドバイスや経営における重要事項の決定や業
務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。

－ 13 －
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監査等委員である取締役選任議案

（注）１．両候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　　２．両候補者は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
　　　　　なお、中弥和美氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認

された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。また、石塚一夫氏につきましても、東京証
券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員
として指定する予定であります。

　　　３．当社は、中弥和美氏との間で、当社定款に基づき、法令に定める額を限度として損害賠償責任を限定
する責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予
定であります。また、石塚一夫氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締
結する予定であります。

　　　４．当社は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等
賠償責任保険契約を締結しており、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害
（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当する場合は除く。）等を填補することとしており
ます。保険料は特約部分も含め全額会社負担としており、被保険者に実質的な保険料負担はありませ
ん。両候補者が監査等委員である社外取締役に選任され就任した場合には、いずれの監査等委員であ
る社外取締役も当該保険の被保険者となる予定であります。また、当該保険契約は次回更新時におい
ても同内容での更新を予定しております。

－ 14 －
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退任取締役に対する退職慰労金贈呈議案

ふ り が な

氏　　　名 略　　　　　　　歴

ふる

古　
ごおり

郡　
かつ

勝　
ひで

英
2005年６月
2011年６月
2013年６月

当社取締役
当社常務取締役
当社代表取締役（現在）

しま

嶋　
づ

津　
きよ

清　
ひと

仁 2018年６月 当社取締役（現在）

まる

丸　
やま

山　
ひで

英　
とし

聡 2017年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現在）

第５号議案  　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

　本総会終結の時をもって任期満了により退任いたします取締役古郡勝英氏及び嶋津清仁氏、監査等
委員である取締役丸山英聡氏に対して、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相
当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役
（監査等委員であるものを除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査
等委員である取締役の協議にご一任いただきたいと存じます。
　本議案は、当社においてあらかじめ取締役会で定められた取締役の個人別の報酬等の内容にかかる
決定方針及び社内規定に沿って、取締役会で決定しており、相当であると判断しております。
　なお、本議案に関し、監査等委員会は特段の意思がない旨を確認しております。
　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

以　上

－ 15 －
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況

(2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで)
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善、インバウンド需要を背景に、
総じて緩やかな回復基調で推移したものの、長引く円安、物価上昇やエネルギー価格高騰によ
り、国内消費の本格的な持ち直しには至らず、また、ウクライナや中東地域をめぐる地政学リス
クの高まり、中国経済の減速に加え米国の通商政策への懸念など先行きの見通せない状況で推移
しました。
　当社グループを取り巻く環境としては、輸出入ともに貨物の取扱量は前年を上回って推移しま
した。輸入関連では、保管料収入は増加しましたが、国内消費低迷により海上運賃は業者間の価
格競争にさらされるなど、厳しい状況で推移しました。一方、輸出関連では、日本発の海上運賃
の回復と相まって、荷動きが堅調に推移したため、業績を牽引する形となりました。
　当社グループはこのような状況下におきまして、顧客ニーズに柔軟に対応した積極的な営業展
開に努めてまいりました結果、総取扱量は前年同期比5.3％増加し、営業収入は前年同期比
10.9％増の166億46百万円余（対前年同期16億38百万円余増）、営業総利益は前年同期比
9.0％増の10億35百万円余（対前年同期85百万円余増）となりました。営業損益は、前年同期
比26.8％増の２億53百万円余の利益（対前年同期53百万円余増）、経常損益は、前年同期比
9.8%増の３億98百万円余の利益（対前年同期35百万円余増）となりました。しかしながら、前
年計上した投資有価証券売却益のような特別利益がなかったため、親会社株主に帰属する当期純
利益は、前年同期比18.1％減の２億67百万円余（対前年同期59百万円余減）となりました。

－ 16 －
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①　輸出部門
　輸出部門におきましては、食料品と機械機器製品が堅調に推移しましたが、雑貨の取扱いが
減少したことにより、取扱量は前年同期比で微減となりました。また、自社倉庫での取扱量は
減少したものの、取扱件数が前年同期比で増加したため収益性が改善し、輸出部門の営業収入
は前年同期比8.3％増の27億23百万円余（対前年同期２億８百万円余増）、セグメント利益
１百万円余（前年同期はセグメント損失53百万円余）となりました。

②　輸入部門
　輸入部門におきましては、食料品、雑貨の取扱いが増加し、取扱量は前年同期比7.7％増と
なりました。保管料収入は増加しましたが、取扱件数は前年同期比で微減となり、自社倉庫で
の作業も減少したことが響き、黒字化には至りませんでした。輸入部門の営業収入は前年同期
比4.0％増の51億66百万円余（対前年同期１億97百万円余増）、セグメント損失16百万円余
（前年同期はセグメント損失43百万円余）となりました。

③　国際部門
　国際部門におきましては、輸出と輸入で明暗が分かれる結果となりました。輸出におきまし
ては、インド、東南アジア向けの資材や、半導体関連、複合機など、アジア発の三国間案件等
により取扱量が前年同期比23.2%増となりました。また、円安により運賃水準も上昇し、営業
収入も前年同期比48.4%増となりました。一方、輸入におきましては、取扱量は前年同期比で
微増とし、営業収入は前年同期比9.0%増となりましたが、円安による日本国内の消費低迷の
影響で物量が減少し、競合他社との運賃競争も激化する中、厳しい運賃調整を行うことで、取
扱量と既存商権の確保に注力せざるを得ませんでした。このため、収益性の改善には至らず、
また、部門全体の収入に占める割合が高いことから、セグメント利益でも貢献できませんでし
た。その結果、国際部門全体の営業収入は前年同期比16.6％増の85億88百万円余（対前年同
期12億23百万円余増）、セグメント利益は前年同期比14.8％減の２億円余（対前年同期34百
万円余減）となりました。

－ 17 －
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況

④　倉庫部門
　倉庫部門におきましては、営業収入は前年同様の54百万円余となりました。セグメント利
益は前年同期比2.8％増の51百万円余（対前年同期１百万円余増）となりました。

⑤　その他
　船内荷役等の営業収入は前年同期比18.2％増の１億27百万円余となり、セグメント利益は
前年同期比55.2％増の15百万円余となりました。

（注）⑤その他のセグメントの営業収入には、セグメント間の内部営業収入13百万円余を含んでおりま
す。

(2) 設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資の状況につきましては、特記すべき事項はありません。

(3) 資金調達の状況
　当連結会計年度の資金調達の状況につきましては、特記すべき事項はありません。

－ 18 －
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財産及び損益の状況の推移

①　企業集団の財産及び損益の状況の推移 （単位：千円）

区 分 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(当連結会計年度)

営 業 収 入 18,390,137 19,855,181 15,007,852 16,646,150

経 常 利 益 444,719 619,509 363,034 398,500
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 306,570 518,248 326,734 267,572

１株当たり当期純利益 209円32銭 353円95銭 222円88銭 182円49銭

総 資 産 10,112,006 10,425,952 10,412,833 10,792,064

純 資 産 3,225,435 3,680,188 4,400,143 4,650,722

②　当社の財産及び損益の状況の推移 （単位：千円）

区 分 2021年度
第92期

2022年度
第93期

2023年度
第94期

2024年度
第95期
(当期)

営 業 収 入 18,390,137 19,855,181 15,007,852 16,646,150

経 常 利 益 408,016 602,324 360,943 387,496

当 期 純 利 益 243,334 503,123 325,905 261,589

１株当たり当期純利益 165円94銭 343円11銭 222円26銭 178円41銭

総 資 産 9,709,783 10,095,010 10,036,247 10,482,895

純 資 産 2,838,565 3,369,614 4,022,920 4,314,445

(4) 財産及び損益の状況の推移

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式数を控除した株式数）により算出
しております。

２．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式数を控除した株式数）により算出
しております。

２．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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対処すべき課題、重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

(5) 対処すべき課題
　今後の日本経済は、インバウンド需要や政府による経済政策が期待されるものの、物価高騰の
継続や、米国の相互関税発動によって自由貿易体制の萎縮、サプライチェーンの再編が誘発さ
れ、世界経済の減速感が強まるものと考えます。また、ウクライナ・中東情勢などの地政学リス
クが依然として払拭されないまま残り、混迷した状況が続くものと予測されます。当社グループ
を取り巻く環境としては、荷動きの鈍化、需給バランスの緩みによる海上運賃の下落、顧客の物
流コスト削減意識の強まり等の影響で、業者間の価格競争がより一層激化し、事業環境の厳しさ
は増すものと思われます。従いまして、2025年４月以降の経済情勢はまだまだ予断を許さない
状況で推移するものと考えております。
　このような状況下、景気の動向や経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応し、継続的に安定した
収益を確保できる基盤を確立するため、海外拠点の充実強化によるサービスの提供と営業収入の
拡大に努める一方、基幹港湾物流施設への投資で機能強化を推進し、高付加価値貨物を取り込む
ことにより安定的な収益源を確保し、輸出、輸入部門の収益性向上を図ります。また、港湾関連
情報ネットワークとの連携を図るとともに、子会社を活用したＩＴによる合理化を図り、固定費
削減と働き方改革を推進し、労働生産性を向上させ、顧客からのより一層の信頼を得る海貨系国
際物流事業者として、業績の向上を目指してまいります。
　今後とも業績向上に全力で取り組み、株主の皆様のご期待に沿うことができますよう努めてま
いりますので、格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

大 日 物 流 ㈱ 35百万円 100.0％ 受託システム開発及び支援

(6) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

(7) 主要な事業内容
　港湾運送事業、国際輸送事業、兼業事業を営んでおります。
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主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先、その他企業集団に関する重要な事項

本 店 兵庫県神戸市中央区
神 戸 支 店 兵庫県神戸市中央区
大 阪 支 社 大阪府大阪市北区
名古屋支店 愛知県名古屋市港区
京 浜 支 店 東京都港区

大日物流㈱ 東京都港区

(8) 主要な営業所
①　当社の主要な営業所

②　子会社の営業所

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

318名 ４名減

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

317名 ４名減 43.1歳 18.8年

(9) 従業員の状況
①　企業集団の従業員の状況

②　当社の従業員の状況

借 入 先 借　　入　　金　　残　　高（百万円）

株 式 会 社 み な と 銀 行 1,191

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 996

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 656

株 式 会 社 中 国 銀 行 455

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 361

(10) 主要な借入先

(11) その他企業集団に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

(1) 発行可能株式総数 5,400,000株
(2) 発行済株式の総数 1,470,000株
(3) 株主数 1,189名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ト ラ ン コ ム 株 式 会 社 1,422百株 9.7％

ト レ ー デ ィ ア 株 式 会 社 社 員 持 株 会 956 6.5

大 豊 運 輸 倉 庫 株 式 会 社 700 4.8

丸 正 株 式 会 社 700 4.8

日 本 郵 船 株 式 会 社 687 4.7

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 667 4.6

日 本 製 麻 株 式 会 社 569 3.9

垂 水 邦 明 309 2.1

株 式 会 社 シ ン ワ ・ ア ク テ ィ ブ 250 1.7

頴 川 欽 和 207 1.4

２．会社の株式に関する事項

(4) 大株主

（注）１．持株数は百株未満を切り捨てて表示しています。
２．持株比率については、自己株式数（3,818株）を控除して算出し小数第２位を四捨五入して表示して

います。

３．会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 古 郡 勝 英 会長執行役員

代 表 取 締 役 𠮷 田 大 介 社長執行役員

取 締 役 嶋 津 清 仁 常務執行役員　京浜支店長

取 締 役 堀 木 靖 之 執行役員　海外統括本部長

取 締 役 羽 澤 哲 朗 執行役員　営業統括本部長　兼　大阪支社長

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 丸 山 英 聡 日本郵船株式会社　アドバイザー

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 中 弥 和 美 中弥和美税理士事務所　所長

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 織 田 研 二 郎 一般財団法人ひょうご経済研究所　顧問

一般財団法人みなと銀行文化振興財団　顧問

４．会社役員に関する事項
(1) 当事業年度末日における取締役

（注）１．取締役（監査等委員）丸山英聡氏、中弥和美氏及び織田研二郎氏は社外取締役であり、東京証券取引
所に独立役員として届け出ております。

２．当社は、内部統制システムを活用した監査を行うという監査等委員会の制度趣旨から、常勤の監査等
委員を選定しておりません。なお、監査等委員会の事務局を本店総務部に設置し、同委員会の職務の
補助にあたらせております。

３．取締役（監査等委員）丸山英聡氏は、日本郵船株式会社の取締役・専務経営委員を経験しており、事
業経営に関する相当程度の知見を有しております。

４．取締役（監査等委員）中弥和美氏は、中弥和美税理士事務所の所長であり、財務及び会計に関する相
当程度の知見を有しております。

５．取締役（監査等委員）織田研二郎氏は、株式会社関西みらいフィナンシャルグループ執行役員、株式
会社みなと銀行常務取締役兼常務執行役員を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有しております。
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会社役員に関する事項

(2) 当事業年度中の取締役の異動
①　就任

2024年６月27日開催の第94回定時株主総会において、織田研二郎氏が監査等委員である取締
役に新たに選任され、就任いたしました。

②　退任
2024年６月27日開催の第94回定時株主総会終結の時をもって、菊池正八州氏が監査等委員で
ある取締役を退任いたしました。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、役員が職務の遂行にあたり、取締役全員を被保険者として、保険会社との間で役員等賠
償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者
の実質的な保険料負担はありません。
　当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当
該責任追及を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。た
だし、法令違反行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、
一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害
については填補の対象としないこととされています。

(4) 当事業年度に係る取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等に係る決定方針に関する事項
　取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役（監査等委員であるものを除く。）及
び監査等委員である取締役ごとに報酬限度額を決定しており、取締役会は、かかる決議を前提に取
締役報酬制度の構築や改定にかかる審議・決定を行っており、その内容は「取締役報酬規定」とし
て制度化しております。
　個々の取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬の決定に際しては、従業員給与とのバラ
ンス・取締役報酬の世間水準・経営内容、業績水準等を参考にし、従業員給与最高額を基準として
役位別に決定することとしております。具体的には、在任中に定期的に支給する固定報酬と退任後
に支給する退職慰労金により構成されております。また、取締役会は、後述の取締役の個人別の報
酬等の内容の決定に係る委任の結果を含めて、当事業年度に係る取締役（監査等委員であるものを
除く。）の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該
決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しておりま
す。

－ 24 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2025/05/22 16:03:54 / 24182507_トレーディア株式会社_招集通知_電子提供措置用

会社役員に関する事項

役員区分
報酬等の総額 報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる役

員の員数(名)(千円) 固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役(監査等委員を除
く) 91,572 81,093 － 10,479 5

監査等委員である取締役
(うち社外取締役)

9,000
(9,000)

9,000
(9,000) － － 4

(4)

② 取締役会の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役（監査等委員であるものを除く。）の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第86回定
時株主総会において年額1億3,200万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給
与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員であるものを除く。）の員数は
6名です。また、監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第86回定時
株主総会において年額3,000万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委
員である取締役の員数は3名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　当事業年度においては、2024年６月27日開催の取締役会の委任決議に基づき代表取締役𠮷田大
介氏が取締役（監査等委員であるものを除く。）の個人別の報酬額の具体的内容を決定しておりま
す。その権限の内容は、取締役報酬の決定基準に基づき算出された各取締役の月例の固定報酬額及
び使用人兼務取締役の使用人分給与額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の
業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したこ
とによります。

④ 取締役の報酬等の総額

（注）１．取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．上記人員には退任者の数を含んでおります。
３．上記退職慰労金10,479千円は、当事業年度において計上した引当金繰入額であります。
４．上記のほか、2024年６月27日開催の第94回定時株主総会決議に基づき、退任取締役（監査等委

員）１名に対して1,000千円の役員退職慰労金を支給しております。
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会社役員に関する事項

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役
（監査等委員） 丸 山 英 聡

当事業年度に開催された取締役会11回、監査等委員会６回すべて
に出席いたしました。企業経営における豊かな経験や貿易・海運
に関する幅広い知識に基づき、監査等委員である取締役として中
立的かつ客観的な観点から監督、助言を行うなど、意思決定や業
務執行の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。

取 締 役
（監査等委員） 中 弥 和 美

当事業年度に開催された取締役会11回、監査等委員会６回すべて
に出席いたしました。税理士としての財務・会計に関する豊かな
経験や専門的な知識に基づき、監査等委員である取締役として中
立的かつ客観的な観点から監督、助言を行うなど、意思決定や業
務執行の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。

取 締 役
（監査等委員） 織 田 研 二 郎

2024年6月27日就任以降、当事業年度に開催された取締役会９
回、監査等委員会４回すべてに出席いたしました。企業経営にお
ける豊かな経験や金融取引に関する幅広い知識に基づき、監査等
委員である取締役として中立的かつ客観的な観点から監督、助言
を行うなど、意思決定や業務執行の妥当性・適正性を確保するた
めの適切な役割を果たしております。

(5) 社外役員に関する事項
① 社外役員の重要な兼職の状況及び当事業年度における主な活動状況は以下のとおりであります。

（注）１．社外取締役丸山英聡氏は日本郵船株式会社のアドバイザーであります。
当社と兼職先との間には、特別の利害関係はありません。

２．社外取締役中弥和美氏は中弥和美税理士事務所の所長であります。
当社と兼職先との間には、特別な利害関係はありません。

３．社外取締役織田研二郎氏は一般財団法人ひょうご経済研究所の顧問及び一般財団法人みなと銀行文化
振興財団の顧問であります。当社と各兼職先との間には、特別な利害関係はありません。

４．上記の取締役会出席状況に記載の回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づ
き、取締役会決議があったものとみなす書面決議が５回ありました。

② 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（監査等委員）丸山英聡氏、中弥和美氏
及び織田研二郎氏との間で同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で規定する最低責任限度額としております。
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会計監査人に関する事項

５．会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称

協立監査法人
（注）協立神明監査法人は2024年７月１日付で、名称を協立監査法人に変更いたしました。

(2) 会計監査人の報酬等の額
①　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

10,000千円
②　当社及び子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額

10,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品
取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金
額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の
聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容及び従前の事業年度における職務執行状況や報酬見
積の算出根拠等を検討した結果、当該報酬等は相当かつ妥当であることを確認のうえ、会計監査
人の報酬等につき会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社では、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号記載のいずれかに該当す
ると認められる場合には、監査等委員全員の同意のもとに会計監査人を解任します。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会計監査を適切に遂行できないと判断したとき、その他
その必要があると判断した場合、監査等委員会が当該会計監査人の解任または不再任に係る議案
の内容を決定のうえ、取締役会が株主総会に提出します。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産

立 替 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
借 地 権
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
差 入 保 証 金
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

3,921,439
1,125,965
1,630,792
1,009,619

156,957
△1,895

6,870,624
3,206,247
1,236,868

43,703
5,933

1,781,656
138,085
77,642
34,560
43,082

3,586,734
2,177,823

774,814
21,519

616,842
△4,265　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 4,049,201

支払手形及び営業未払金 1,205,376
短 期 借 入 金 2,166,145
リ ー ス 債 務 51,579
未 払 法 人 税 等 92,676
賞 与 引 当 金 235,152
そ の 他 298,271

固 定 負 債 2,092,140
長 期 借 入 金 1,495,825
リ ー ス 債 務 127,202
長 期 未 払 金 2,190
繰 延 税 金 負 債 373,837
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 80,434
そ の 他 12,650

負 債 合 計 6,141,341
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 3,798,204
資 本 金 735,000
資 本 剰 余 金 169,380
利 益 剰 余 金 2,900,794
自 己 株 式 △6,970

その他の包括利益累計額 852,517
その他有価証券評価差額金 905,598
為 替 換 算 調 整 勘 定 40,227
退職給付に係る調整累計額 △93,307

純 資 産 合 計 4,650,722
資 産 合 計 10,792,064 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,792,064

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年 3 月31日現在）

（単位：千円）
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連結損益計算書

(自　2024年 4 月 1 日
至　2025年 3 月31日)

科 目 金 額
営 業 収 入 16,646,150
営 業 費 用 15,610,574
営 業 総 利 益 1,035,576
一 般 管 理 費 782,215
営 業 利 益 253,360
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 105,633
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 3,527
そ の 他 100,036 209,197

営 業 外 費 用
支 払 利 息 63,366
そ の 他 691 64,057

経 常 利 益 398,500
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 3,699 3,699
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 988
リ ー ス 解 約 損 3,552 4,540

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 397,659
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 124,750
法 人 税 等 調 整 額 5,336 130,086

当 期 純 利 益 267,572
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 267,572

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
前 払 費 用
立 替 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

3,877,738
1,082,275
1,630,792

30,548
1,009,619

126,397
△1,895

6,605,157
3,205,809
1,231,568

5,299
5,289

38,414
5,495

1,781,656
138,085
77,566
34,560
30,894
12,111

3,321,781
1,825,680

57,900
92,800
83,056
57,840
4,265

39,801
774,814
157,735
232,154
△4,265　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 4,048,999

営 業 未 払 金 1,205,376
短 期 借 入 金 2,000,000
１年内返済予定の長期借入金 166,145
リ ー ス 債 務 51,579
未 払 金 7,670
未 払 費 用 84,576
未 払 事 業 所 税 7,731
未 払 法 人 税 等 90,270
前 受 金 160,388
預 り 金 36,654
賞 与 引 当 金 235,152
そ の 他 3,453

固 定 負 債 2,119,451
長 期 借 入 金 1,495,825
リ ー ス 債 務 127,202
長 期 未 払 金 2,190
繰 延 税 金 負 債 401,148
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 80,434
そ の 他 12,650

負 債 合 計 6,168,450
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 3,408,847
資 本 金 735,000
資 本 剰 余 金 170,427

資 本 準 備 金 170,427
利 益 剰 余 金 2,510,390

利 益 準 備 金 183,750
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,326,640

買 換 資 産 積 立 金 125,474
別 途 積 立 金 700,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,501,166

自 己 株 式 △6,970
評 価 ・ 換 算 差 額 等 905,598

その他有価証券評価差額金 905,598
純 資 産 合 計 4,314,445

資 産 合 計 10,482,895 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,482,895

貸　借　対　照　表
（2025年 3 月31日現在）

（単位：千円）

－ 30 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2025/05/22 16:03:54 / 24182507_トレーディア株式会社_招集通知_電子提供措置用

損益計算書

(自　2024年 4 月 1 日
至　2025年 3 月31日)

科 目 金 額
営 業 収 入 16,646,150
営 業 費 用 15,608,738
営 業 総 利 益 1,037,412
一 般 管 理 費 789,754
営 業 利 益 247,657
営 業 外 収 益

受 取 利 息 618
受 取 配 当 金 105,015
そ の 他 98,262 203,896

営 業 外 費 用
支 払 利 息 63,366
そ の 他 691 64,057

経 常 利 益 387,496
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 3,699 3,699

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 988
リ ー ス 解 約 損 3,552 4,540

税 引 前 当 期 純 利 益 386,655
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 122,350
法 人 税 等 調 整 額 2,715 125,066

当 期 純 利 益 261,589

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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連結会計監査報告

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 岡 田 憲 ニ
業務執行社員 公認会計士 水 山 雅 稔

独立監査人の監査報告書
2025年５月13日

トレーディア株式会社
取 締 役 会　御中

協立監査法人
神戸事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、トレーディア株式会社の2024年４月１日から
2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、トレーディア株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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個別会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年５月13日

トレーディア株式会社
取 締 役 会　御中

協立監査法人
神戸事務所

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 岡 田 憲 ニ
業務執行社員 公認会計士 水 山 雅 稔

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、トレーディア株式会社の2024年４月１日
から2025年３月31日までの第95期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

－ 34 －
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個別会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第95期事業年度における取
締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第３９９条の１３第1項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締
役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説
明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関
して業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役
及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。　また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書　謄本

－ 36 －
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監査役会の監査報告

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人協立監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人協立監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月19日
トレーディア株式会社　監査等委員会
監査等委員 丸 山 英 聡 ㊞
監査等委員 中 弥 和 美 ㊞
監査等委員 織 田 研 二 郎 ㊞

　
（注）監査等委員全員は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であ

ります。

－ 37 －
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